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Ⅰ 事例集の趣旨等

Ⅰ 事例集の趣旨等

１ 事例集の趣旨、利用方法

○事例集の趣旨

本事例集は、相談支援事業所や医療機関、市町村などが地

域移行支援を行う際の参考にできるよう大分県自立支援協議

会地域移行専門部会において作成したものです。

○本事例集の利用方法

・地域移行支援・定着支援を行う際の参考とする。

・他の事業所や市町村などの情報を共有する。

・各市町村自立支援協議会など、地域移行・地域定着支援

を推進していく部門において活用する。 など

２ 地域移行支援・地域定着支援とは

○地域移行支援とは

障害者支援施設等に入所している障がい者又は精神科病院

に入院している精神障がい者その他の地域における生活に移

行するために重点的な支援を必要とする者につき、住居の確

保その他の地域における生活に移行するための活動に関する

その他の必要な支援を行う。

○地域定着支援とは

居宅において単身等で生活する障がい者につき、常時の連

絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等

に相談その他必要な支援を行う。
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Ⅱ 大分県の現状
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Ⅱ　大分県の現状

③精神障害者保健福祉手帳所持者数　（平成３０年度末時点） （単位：人）

１級 ２級 ３級

大分市 221 3,058 1,260 4,539

別府市 53 982 325 1,360

中津市 28 298 162 488

日田市 32 306 121 459

佐伯市 26 320 141 487

臼杵市 12 179 60 251

津久見市 2 90 27 119

竹田市 11 186 35 232

豊後高田市 6 80 25 111

杵築市 7 158 34 199

宇佐市 20 221 93 334

豊後大野市 25 199 60 284

由布市 6 129 61 196

国東市 11 157 41 209

姫島村 0 3 1 4

日出町 10 207 64 281

九重町 1 26 11 38

玖珠町 7 67 30 104

合計 478 6,666 2,551 9,695

【参考】　自立支援医療（精神通院医療）受給者数　（平成３０年度末時点） （単位：人）

１０歳未満 １０代～２０代 ３０代～４０代 ５０代～６０代 ７０代～８０代 ９０代以上

大分市 229 1,379 3,648 3,079 811 64 9,210

別府市 34 341 961 1,031 362 22 2,751

中津市 6 166 463 419 101 0 1,155

日田市 3 116 345 399 94 4 961

佐伯市 0 123 385 359 68 0 935

臼杵市 1 62 245 235 42 1 586

津久見市 0 42 89 99 16 0 246

竹田市 2 37 163 247 325 100 874

豊後高田市 1 51 118 135 18 0 323

杵築市 2 60 211 164 62 3 502

宇佐市 12 115 330 367 49 0 873

豊後大野市 1 77 222 266 129 8 703

由布市 1 64 175 191 51 1 483

国東市 2 52 179 193 35 1 462

姫島村 0 0 2 11 0 0 13

日出町 1 82 191 199 60 2 535

九重町 0 6 23 53 5 0 87

玖珠町 1 34 71 82 14 0 202

合計 296 2,807 7,821 7,529 2,242 206 20,901

合計

市町村

市町村

等級

合計

年齢別
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Ⅱ　大分県の現状

Ⅱ　大分県の現状

①身体障害者手帳所持者数　（平成３０年度末時点） （単位：人）

視覚障がい 聴覚障がい 平衡機能障害
音声・言語・そしゃく

機能障害
肢体不自由 内部障がい

大分市 1,205 1,863 12 146 11,414 6,503 21,143

別府市 485 469 7 84 3,631 1,796 6,472

中津市 221 317 3 41 1,721 1,189 3,492

日田市 158 255 1 32 1,865 993 3,304

佐伯市 348 363 3 46 2,598 1,397 4,755

臼杵市 138 246 0 24 1,453 686 2,547

津久見市 102 109 0 11 713 428 1,363

竹田市 112 256 1 23 1,197 427 2,016

豊後高田市 66 128 2 13 691 375 1,275

杵築市 82 192 0 20 854 474 1,622

宇佐市 165 314 1 31 1,641 995 3,147

豊後大野市 160 455 2 19 1,558 750 2,944

由布市 80 145 0 28 1,107 548 1,908

国東市 91 235 1 19 972 498 1,816

姫島村 8 30 0 1 55 33 127

日出町 68 93 0 9 745 372 1,287

九重町 55 70 0 9 643 186 963

玖珠町 59 99 2 16 711 333 1,220

合計 3,603 5,639 35 572 33,569 17,983 61,401

②療育手帳所持者数　（平成３０年度末時点） （単位：人）

１８歳未満 １８歳以上 １８歳未満 １８歳以上

大分市 335 927 789 1,924 3,975

別府市 76 312 162 479 1,029

中津市 44 216 94 373 727

日田市 19 182 70 324 595

佐伯市 43 229 66 459 797

臼杵市 20 88 61 200 369

津久見市 5 55 15 123 198

竹田市 7 65 23 144 239

豊後高田市 23 29 58 109 219

杵築市 20 99 45 133 297

宇佐市 20 197 73 367 657

豊後大野市 18 126 76 265 485

由布市 21 71 39 117 248

国東市 8 50 30 160 248

姫島村 0 6 0 14 20

日出町 16 67 28 107 218

九重町 1 25 3 38 67

玖珠町 9 49 15 64 137

合計 685 2,793 1,647 5,400 10,525

　１　障がい者手帳所持者数

合計

合計

障害区分

市町村

市町村
重度 中軽度
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　地域移行・地域定着支援サービス利用実績　（平成３０年度） （単位：件）

身体障がい 知的障がい 精神障がい 身体障がい 知的障がい 精神障がい

大分市 6 1 5 6 2 4

別府市 6 6 43 8 5 30

中津市 1 1 0

日田市 0 8 1 7

佐伯市 2 2 0

臼杵市 5 5 2 2

津久見市 3 3 0

竹田市 0 0

豊後高田市 0 1 1

杵築市 2 1 1 1 1

宇佐市 3 3 8 1 7

豊後大野市 1 1 0

由布市 0 0

国東市 1 1 4 4

姫島村 0 0

日出町 1 1 1 1

九重町 1 1 0

玖珠町 2 2 1 1

計 34 1 1 32 75 11 8 56

　　地域定着　　地域移行

　２　地域移行・地域定着支援等の状況について

Ⅱ　大分県の現状

- 6 -



①精神科病院の病床数・病棟数　（平成３０年６月３０日時点）

電話設置 電話設置 電話設置

5,247 5,132 1,258 3,727 147 101 25 24 71 67 5 4

②専門病棟等別の病棟数・病床数　（平成２８年６月３０日時点）

病棟数 病床数 病棟数 病床数 病棟数 病床数 病棟数 病床数 病棟数 病床数

2 129 0 0 0 0 0 0 2 100

③精神科病院在院患者の状況（在院患者数：年齢階級別）　（平成３０年６月３０日時点）

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

5 16 126 85 788 523 709 545 630 1,274

④精神科病院在院患者の状況（在院患者数：入院形態別）　（平成３０年６月３０日時点）

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

16 2 1,025 965 1,217 1,476 0 04,701

６５歳以上７５歳未満 ７５歳以上

4,701

総数
措置入院 医療保護入院 任意入院 その他の入院

総数
２０歳未満 ２０歳以上４０歳未満 ４０歳以上６５歳未満

アルコール 薬物 アルコール・薬物混合 児童思春期 合併症

Ⅱ　大分県の現状

　３　精神科病院及び在院患者の状況について

精神科以外を
含む

全病床数
計

精神病床数

計

精神病棟数

夜間外
開放

終日
閉鎖

左記以外
夜間外
開放

終日
閉鎖

左記以外
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Ⅲ 地域移行支援・地域定着支援事例
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Ⅲ　地域移行・地域定着支援の流れ

地域生活

入所・入院前

利用者

病院・
入所施設

○地域生活を支えるサー
ビスの確保
○訪問看護等による医
療支援の充実

市町村

○緊急時において相談を
受ける拠点となる機関の
検討
○人材育成等、包括的な
支援を実施するための体
制整備

障がい者相談
支援事業

○ピアサポーターの育成
○各病院に茶話会等へ
の呼びかけ
○人材育成等の体制整
備において中心的な役
割を担う
○事例検討会の開催

指定特定相談
支援事業所
（計画相談）

○自立支援協議会に参
加等

指定一般相談
支援事業所
（地域相談）

○自立支援協議会に参
加等
○地域移行支援部会等
の設置への働きかけ

障がい福祉
サービス提供
事業者等

○居住の場の確保
○ＧＨの活用
○サービスの確保

保健師
（県・市町村）

○入院前支援
○連携（県→市町村）

　　１　地域移行支援のながれ

入所・入院中
地域の整備体制

入
所
・
入
院

・情報を収集、選択、
意思表明
（茶話会、社会資源見
学に参加等）

・本人、家族が退院、
退所を受け入れやす
い環境整備
（外部支援者との関わ
りの確保等）

地
域
移
行
支
援

利
用
相
談

出
会
い

（
申
請
前
の
意
思
確
認
及
び
合
意
形
成
の
た
め
の
）
会
議
実
施

相
談
受
理

申
請
書
類
作
成
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入所・入院中

導入期

申
請

（
地
域
移
行
支
援
等
）

申
請
受
理

特
定
相
談
支
援

事
業
者
と
の
契

約

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計

画
（
案
）
提
出
依
頼

利
用
者
と
計
画

相
談
の
契
約

契
約
内
容

報
告
受
理

意
向
聴
取
等

契
約
内
容
報
告

ア
セ
ス
メ
ン
ト

サ
ー
ビ
ス
等
利
用

計
画
（
案
）
作
成

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
（
案
）
の
確
認
等

計
画
（
案
）
の
同
意

計
画
（
案
）
受
理

地
域
相
談
支
援
支

給
決
定
案
の
作
成

地
域
相
談
支
援
支

給
決
定

支
給
決
定
通
知

支
給
決
定
受
理
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中期

利用者

病院・
入所施設

市町村

障がい者相談
支援事業

指定特定相談
支援事業所
（計画相談）

指定一般相談
支援事業所
（地域相談）

障がい福祉
サービス提供
事業者等

保健師
（県・市町村）

導入期 初期

入所・入院中

サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議

計
画
の
同
意

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
の
確
定
及
び
交
付
と
共
有

※
必
要
に
応
じ
て

出
席

一
般
相
談
支
援

事
業
者
と
の
契

約

利
用
者
と
地
域

相
談
の
契
約

サ
ー
ビ
ス
利
用

開
始

契
約
内
容

報
告
受
理

契
約
内
容
報
告

ア
セ
ス
メ
ン
ト

地
域
移
行
支
援

（
地
域
移
行
支
援
計
画
）
計
画
作
成
会
議

地
域
移
行
支
援
計
画
の
確
定
及
び
交
付
と
共
有

（
本
人
や
関
係
機
関
と
進
捗
状
況
を
共
有
及
び
支
援
の
調
整
会
議
等
）

日
中
体
験
宿
泊
等

サ
ー
ビ
ス
提
供

利
用
契
約
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後期

退
所
・
退
院

中期

入所・入院中

（
必
要
に
応
じ
て
関
係
機
関
の
打
ち
合
わ
せ
等
）

（
本
人
や
関
係
機
関
と
進
捗
状
況
を
共
有
及
び
支
援
の
調
整
会
議
等
）

退
院
後
の
サ
ー

ビ
ス
利
用
申
請

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

・
申
請
受
理

・
支
援
区
分
調
査

及
び
意
向
聴
取

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計

画
（
案
）
提
出
依
頼

提
出
依
頼
受
理

サ
ー
ビ
ス
等
利
用

計
画
（
案
）
作
成

審
査
部
会
に
て

支
援
区
分
等
決
定

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
（
案
）
の
確
認

計
画
案
の
同
意

計
画
（
案
）
受
理

支
給
決
定

サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
（
※
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
と
個
別
支
援
計
画
と
の
す
り
合
わ
せ
）

計
画
案
の
同
意

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
の
確
定
及
び
交
付
と
共
有

事
業
所
と
の
契
約

利
用
者
と
の
契
約
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Ⅲ　地域移行・地域定着支援の流れ

　　２　地域定着支援のながれ

利用者

病院・
入所施設

市町村

障がい者相談
支援事業

指定特定相談
支援事業所
（計画相談）

指定一般相談
支援事業所
（地域相談）

障がい福祉
サービス提供
事業者等

保健師
（県・市町村）

地域生活

地域定着期

申
請
書
類
作
成

申
請

申
請
受
理

特
定
相
談
支
援
事

業
者
と
の
契
約

サ
ー
ビ
ス
等
利
用

計
画
（
案
）
提
出
依

頼

利
用
者
と
計
画

相
談
の
契
約

計
画
内
容
報
告

ア
セ
ス
メ
ン
ト

サ
ー
ビ
ス
等
利
用

計
画
（
案
）
作
成

契
約
内
容

報
告
受
理

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
（
案
）
の
確
認

等

計
画
案
の
同
意

計
画
（
案
）
受
理

地
域
相
談
支
援

支
給
決
定
案
作

成

このアセスメントにおいて「地域定着支援」

を利用すべきかどうか判断。
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地域生活

地域定着期

審
査
会
に
て
支

援
区
分
等
決
定

地
域
相
談
支
援

支
給
決
定

支
給
決
定
通
知

支
給
決
定
受
理

サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議

※
必
要
に
応
じ
て

出
席

計
画
案
の
同
意

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
の
確
定
及
び
交
付
と
共
有

一
般
相
談
支
援
事

業
者
と
の
契
約

事
業
所
と
の
契
約

サ
ー
ビ
ス
利
用

開
始

利
用
者
と
地
域

相
談
の
契
約

利
用
者
と
の
契
約

契
約
内
容
報
告

契
約
内
容
報
告

受
理

個
別
支
援
計
画
の
交
付
及
び
共
有

地
域
定
着
支
援

台
帳
整
理

（
本
人
や
関
係
機
関
と
進
捗
状
況
を
共
有
及
び
支
援
の
調
整
会
議
等
）

必
要
に
応
じ
訪
問

看
護
等
の
実
施

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の

実
施
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Ⅲ　地域移行支援・地域定着支援の事例

　　アプローチのキーワード　「娘との再会・交流」、「外出・外泊」

１　概要（支援経過と現状と課題等）

２　利用者の状況

利用者氏名 年齢 38歳 性別

保護者氏名 　（続柄　　　　　　　　）　　　　　） 住所

障がい又は疾患 入院形態

合併症の有無 他科受診の状況

【種類】　障害基礎　・　障害厚生　・　老齢

２　事例

（１）自宅生活への不安が強かった事例

●本人の主訴（意向・希望）

・娘と一緒に生活したい。

●本人の主訴を踏まえた家族の意見（意向・希望）
（父）
・もう入院も長くなったので、そろそろ元気出して退院
してほしい。

●家族構成 ●社会関係図　※本人と関わりを持つ機関・人物等

●生活歴※病歴・受診歴等含む
　８人同胞の第３子として出生。中学校を卒業後、職を転々としていた。平成２４年頃、実
家を出てアパート生活を始めるが生活が困窮して、生活保護受給開始。平成２６年２月、
未婚で娘を出産（父親が誰か本人もわからない様子）。その頃は母親が健在で育児の手
伝いをしてくれていたが母親他界後は、毎月参加し娘の体重測定をしていた「親と子のふ
れあい広場」にも平成２７年１１月頃から参加しなくなる。その後、食欲、意欲の低下　不
眠があり平成２８年１月、自ら心療内科を受診し、中度ないしは重度の抑うつ状態と診断
される。その後、発達相談会に参加し「娘をお風呂に入れてあげられない」と訴え、同年２
月に児童家族支援センターの支援で４日間、母子入所。また、娘は３月よりこども園に入
園。
　平成２８年２月、市の子育て支援課と障害福祉課の依頼で本人宅を訪問。相談支援開
始につながる。その際、本人より「２歳の娘をお風呂に入れることが出来ていないので手
伝ってほしい」との相談がある。実際、部屋の掃除は出来ておらず洗濯も溜まっており料
理も作っておらず食事を確保するために週２、３回は近くのコンビニまで買い物に行って
いる状況であった為、同年３月より週２回ホームヘルプサービスの利用を開始。本人が買
い物と洗濯を行い、ヘルパーが調理と掃除を支援する形で日常生活のバックアップを
行ったことで娘さんを入浴させることができていたが、徐々に体調が悪化（やる気がでな
い、過呼吸になる）し心療内科の定期受診の際、主治医に入院を勧められ●●精神科病
院を紹介され同年４月１９日、任意入院となる。尚、娘さんは前日の１８日に児童相談所
に一時保護していただいた。

●処方内容

・トフラニール錠２５ｍｇ（朝夕×各１）
・アメジウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ
　　　　　　　　　　　（朝×２・夕×１）

　有　・　無　

　有　・　無　・　申請中
年金

（　　　　　　　　　　　　円／年）

　有　・　無　・　要件無

申請者の現状（基本情報）

＜支援経過＞
平成２８年４月より精神科病院に入院。薬の調整も終わり病状は安定し退院可能な状況であるが、本人の退院意欲がない状況が続く。２歳の
娘は里親宅で生活しており、このままでは入院の長期化や母子関係の悪化等を心配された為、ケース検討会議（児童相談所、精神科病院、
市の子育て支援課、市の障害福祉課、一般相談支援事業所）を開催。本人と娘の現状の確認及び今後の方向性について協議し、地域移行
支援を利用する運びとなった。

●退院に向けての課題
・育児→再び娘と一緒に暮らしたいと希望しているものの、成長した娘に対応できない可能性が高い。
・立ちくらみがしてすぐに疲れる。自分の身の回りの事ができるか心配。
・入院前は、携帯電話で深夜まで動画をみていた為、昼夜逆転に注意が必要。
・異性との距離が近い。

住所

経済状況 生活保護

　男　・　女

　持家・借家・グループホーム・入所施設・医療機関・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

　措置　・　医保　・　任意

手帳
【種類】　身体　・　療育　・　精神　（　　　級）

Ａ　さん

　有　・　無　（病名）　

　　　　　　　　　　　　　　　

　うつ病

父親：近場の外出の際、

送迎をしてくれている

母親：Ｈ２６ 他界

兄姉弟妹：本人以外６名（１名他界）特に交流はない様子

娘：Ｈ２６生 Ｈ ２８年４月～児童相談所が一時保護。里親宅で過ごしている

本人

娘
父親

市 子育て支援課

市 生活保護係

市

障がい者福祉係

精神科病院

ヘルパーステーション

相談支援事業所

児童相談所

里親
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サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
・
障
害
児
支
援
利
用
計
画

　
（
入
院
中
）

利
用

者
氏

名
（
児

童
氏

名
）

障
害

支
援

区
分

相
談

支
援

事
業

者
名

利
用

者
負

担
上

限
額

計
画

作
成

担
当

者

地
域

相
談

支
援

受
給

者
証

番
号

通
所

受
給

者
証

番
号

計
画

作
成

日
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
期

間
（
開

始
年

月
）

利
用

者
同

意
署

名
欄

総
合

的
な

援
助

の
方

針

長
期

目
標

短
期

目
標

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等

種
類

・
内

容
・
量

（
頻

度
・
時

間
）

提
供

事
業

者
名

（
担

当
者

名
・
電

話
）

1 2

５
ケ

月

体
調

を
整

え
、

病
院

の
中

で
で

き
る

こ
と

を
続

け
ま

し
ょ

う
。

５
ケ

月
・
入

院
治

療

●
●

精
神

科
病

院

主
治

医
●

●
先

生

Ｐ
Ｓ

Ｗ
●

●
さ

ん

○
○

ー
○

○

・
体

調
を

主
治

医
に

相
談

す
る

。

・
お

薬
を

飲
む

。

・
Ｏ

Ｔ
活

動
へ

参
加

す
る

。

５
ケ

月

退
院

に
向

け
、

不
安

な
こ

と
を

相
談

し
、

出
来

る
こ

と
か

ら
取

り
組

み
ま

し
ょ

う
。

５
ケ

月

・
地

域
移

行
支

援
（
２

回
／

月
以

上
）

・
父

親
と

の
外

出

●
●

相
談

支
援

事
業

所
●

●
相

談
支

援
専

門
員

○
○

ー
○

○

お
父

さ
ん

・
父

親
と

外
出

す
る

。

・
娘

に
会

い
に

行
く
。

・
不

安
な

こ
と

を
相

談
す

る
。

・
外

泊
し

て
み

る
。

・
退

院
に

向
け

て
、

不
安

な
こ

と
が

減
る

よ
う

に
一

緒
に

考
え

支
援

し
ま

す
。

・
自

宅
で

娘
と

一
緒

に
暮

ら
す

。

・
退

院
す

る
。

優 先 順 位

解
決

す
べ

き
課

題
（
本

人
の

ニ
ー

ズ
）

支
援

目
標

達
成

時
期

課
題

解
決

の
た

め
の

本
人

の
役

割
評

価
時

期
そ

の
他

留
意

事
項

娘
と

一
緒

に
暮

ら
し

た
い

が
、

料
理

や
子

育
て

は
不

安
。

利
用

者
及

び
そ

の
家

族
の

生
活

に
対

す
る

意
向

（
希

望
す

る
生

活
）

・
娘

と
早

く
暮

ら
し

た
い

な
ぁ

。
で

も
、

料
理

と
子

育
て

は
心

配
。

あ
と

、
部

屋
（
自

宅
）
が

な
く
な

る
の

は
困

る
。

Ａ
さ

ん
区

分
 2

●
●

相
談

支
援

事
業

所

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

受
給

者
証

番
号

0
円

●
●

平
成

2
8
年

9
月

2
日

5
ケ

月
（
平

成
2
9
年

1
月

）
Ａ
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こ
れ

か
ら

先
、

５
ケ

月
の

計
画

で
す

。
自

分
の

ペ
ー

ス
で

取
り

組
み

ま
す

。
毎

月
相

談
を

し
て

必
要

な
時

は
見

直
し

を
お

こ
な

い
ま

し
ょ

う
。

利
用

者
氏

名

同
意

日
利

用
者

　
　

Ｈ
２

８
年

　
　

１
２

月
　

　
　

１
４

日
　

　
９

月
　

　
９

日
地

域
移

行
支

援
担

当
者

●
●

相
談

支
援

事
業

所

●
●

退
院

し
た

ら
料

理
や

育
児

が
心

配

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

Ａ

指
定

一
般

相
談

支
援

事
業

所

面
会

の
日

程
を

調
整

し
、

一
緒

に
会

い
に

行
き

ま
す

。

・
主

治
医

●
●

先
生

・
病

棟
の

精
神

保
健

福
祉

士
●

●
さ

ん
・
病

棟
の

看
護

師
・
作

業
療

法
士

●
●

さ
ん

体
調

を
確

認
し

な
が

ら
病

院
内

で
の

活
動

を
支

援
し

ま
す

。

服
薬

の
練

習
を

し
ま

し
ょ

う
。

娘
に

会
い

た
い

。
忘

れ
ら

れ
て

な
い

か
心

配
・
相

談
支

援
事

業
所

●
●

　
　

　
　

９
　

月

協
力

（
支

援
）
の

目
安

・
お

父
さ

ん
自

宅
へ

の
外

出
・
外

泊
の

送
迎

を
し

ま
す

。

・
相

談
支

援
事

業
所

●
●

児
童

相
談

所
や

居
宅

介
護

事
業

所
等

と
の

連
絡

調
整

を
し

ま
す

。

退
院

後
の

日
中

活
動

に
つ

い
て

も
考

え
ま

し
ょ

う
。

地
域

移
行

支
援

計
画

Ａ
さ

ん
　

平
成

２
８

年
　

９
月

　
５

日

サ
ー

ビ
ス

等
利

用
計

画
の

総
合

的
援

助
の

方
針

（
１

）
　

長
期

目
標

（
内

容
及

び
評

価
時

期
等

）

作
成

年
月

日

（
２

）
　

短
期

目
標

（
内

容
及

び
評

価
時

期
等

）

退
院

に
向

け
、

不
安

な
こ

と
が

減
る

よ
う

に
一

緒
に

考
え

支
援

し
ま

す
。

精
神

科
病

院
を

退
院

す
る

。

退
院

し
て

ど
ん

な
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

し
生

活
し

て
い

く
か

を
イ

メ
ー

ジ
す

る
。

（
利

用
者

の
）

期
待

や
不

安
そ

の
為

に
協

力
す

る
人

協
力

す
る

内
容

留
意

事
項

等
　

　
　

１
２

月
　

　
　

１
月

Ａ
　

さ
ん

自
身

が
す

る
こ

と
を

矢
印

の
下

に
書

き
込

み
ま

す
。

　
　

　
１

０
月

　
　

　
　

１
１

月

定
期

的
に

娘
に

会
い

に
行

く

Ｏ
Ｔ

活
動

や
洗

濯
を

続
け

る
体

調
で

気
に

な
る

所
は

相
談

す
る

デ
イ

ケ
ア

に
見

学
に

行
く

外
出

す
る

外
泊

す
る

ヘ
ル

パ
ー

を
試

し
て

、
退

院
後

に
来

て
欲

し
い

回
数

を
考

え
る

不
安

や
心

配
な

こ
と

は
、

相
談

す
る

日
中

活
動

す
る

場
を

考
え

る
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サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
・
障
害
児
支
援
利
用
計
画
（
退
院
・
退
院
後
）

利
用

者
氏

名
（
児

童
氏

名
）

障
害

支
援

区
分

相
談

支
援

事
業

者
名

利
用

者
負

担
上

限
額

計
画

作
成

担
当

者

地
域

相
談

支
援

受
給

者
証

番
号

通
所

受
給

者
証

番
号

計
画

作
成

日
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
期

間
（
開

始
年

月
）

利
用

者
同

意
署

名
欄

総
合

的
な

援
助

の
方

針

長
期

目
標

短
期

目
標

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等

種
類

・
内

容
・
量

（
頻

度
・
時

間
）

提
供

事
業

者
名

（
担

当
者

名
・
電

話
）

1 2 3 4

利
用

者
及

び
そ

の
家

族
の

生
活

に
対

す
る

意
向

（
希

望
す

る
生

活
）

・
い

つ
か

は
娘

と
一

緒
に

生
活

し
た

い
な

ぁ
。

Ａ
さ

ん
区

分
 2

●
●

相
談

支
援

事
業

所

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

受
給

者
証

番
号

0
円

●
●

平
成

2
9
年

1
月

1
0
日

3
ケ

月
間

は
毎

月
（
平

成
2
9
年

2
月

・
3
月

・
4
月

）
Ａ

・
再

び
娘

さ
ん

と
一

緒
に

生
活

す
る

た
め

に
は

、
何

が
必

要
か

を
一

緒
に

考
え

支
援

し
ま

す
。

・
自

宅
で

娘
と

一
緒

に
暮

ら
す

。

・
生

活
リ

ズ
ム

を
整

え
る

。

優 先 順 位

解
決

す
べ

き
課

題
（
本

人
の

ニ
ー

ズ
）

支
援

目
標

達
成

時
期

課
題

解
決

の
た

め
の

本
人

の
役

割
評

価
時

期
そ

の
他

留
意

事
項

１
ケ

月

入
院

し
な

い
よ

う
に

体
調

の
安

定
を

は
か

り
ま

し
ょ

う
。

１
２

ケ
月

・
精

神
科

病
院

へ
の

定
期

受
診

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（
１

回
／

２
週

）
・
精

神
科

訪
問

看
護

（
１

回
／

週
）

・
精

神
科

デ
イ

ケ
ア

（
２

回
／

週
）

●
●

精
神

科
病

院
主

治
医

●
●

先
生

Ｐ
Ｓ

Ｗ
●

●
さ

ん
訪

問
看

護
担

当
●

●
さ

ん
デ

イ
ケ

ア
担

当
●

●
さ

ん

○
○

ー
○

○

・
定

期
受

診
を

す
る

。
・
き

ち
ん

と
薬

を
飲

む
。

・
デ

イ
ケ

ア
に

参
加

す
る

。
・
生

活
リ

ズ
ム

を
つ

く
る

。

１
ケ

月

・
定

期
受

診
は

、
デ

イ
ケ

ア
利

用
日

に
行

う
。

・
緊

急
時

は
●

●
相

談
支

援
事

業
所

が
通

院
支

援
を

行
う

。

不
安

な
調

理
を

手
伝

っ
て

も
ら

い
な

が
ら

チ
ャ

レ
ン

ジ
し

て
い

き
ま

し
ょ

う
。

１
２

ケ
月

・
居

宅
介

護
に

よ
る

家
事

援
助

（
３

回
／

週
）

ヘ
ル

パ
ー

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

●
●

担
当

：
●

●
さ

ん

○
○

ー
○

○

・
食

材
を

買
っ

て
お

く
。

・
ヘ

ル
パ

ー
さ

ん
と

一
緒

に
調

理
、

掃
除

を
行

う
。

１
ケ

月
・
娘

さ
ん

と
の

交
流

等
に

は
、

親
子

宿
泊

型
事

業
を

利
用

。

・
退

院
す

る
の

は
少

し
さ

み
し

い
。

娘
さ

ん
と

暮
ら

す
た

め
に

、
ま

ず
は

自
分

の
生

活
を

安
定

さ
せ

ま
し

ょ
う

。
１

２
ケ

月
・
地

域
定

着
支

援
（
必

要
時

）

●
●

相
談

支
援

事
業

所
●

●
相

談
支

援
専

門
員

○
○

ー
○

○

・
心

配
な

時
は

相
談

す
る

。

・
緊

急
時

は
連

絡
す

る
。

１
ヶ

月

娘
さ

ん
と

の
定

期
的

な
交

流
を

つ
づ

け
ま

し
ょ

う
。

１
２

ケ
月

・
相

談
支

援
事

業
所

に
よ

る
子

育
て

支
援

課
や

児
童

相
談

所
等

と
の

連
絡

調
整

。
（
必

要
時

）

・
相

談
支

援
事

業
所

に
よ

る
娘

さ
ん

と
の

交
流

等
の

調
整

及
び

同
行

。
（
必

要
時

）

●
●

相
談

支
援

事
業

所
●

●
相

談
支

援
専

門
員

○
○

ー
○

○

・
会

い
に

行
き

一
緒

に
過

ご
す

。

・
不

安
な

こ
と

は
相

談
す

る
。

・
娘

と
暮

ら
し

た
い

が
、

料
理

や
子

育
て

は
不

安
。
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住
所

市
　

生
活

保
護

係
Ｃ

Ｗ
●

●
さ

ん
○

○
－

○
○

●
●

さ
ん

●
●

さ
ん

担
当

者

３
ヶ

月

３
ヶ

月

電
話

：
0
9
0
-
1
2
3
4
-
5
6
7
8

●
●

さ
ん

○
○

－
○

○

●
●

さ
ん

主
治

医
●

●
先

生
、

Ｐ
Ｓ

Ｗ
●

●
さ

ん

・
必

要
時

は
電

話
や

訪
問

等
で

対
応

す
る

・
服

薬
状

況
や

生
活

状
況

の
確

認
を

す
る

相
談

支
援

事
業

所
●

● ●
●

精
神

科
病

院

○
○

－
○

○

○
○

－
○

○

そ
の

他
連

絡
先

○
○

－
○

○

○
○

－
○

○

○
○

－
○

○

ヘ
ル

パ
ー

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

市
　

障
害

者
福

祉
係

訪
問

看
護

緊
急

時
に

必
要

と
な

る
連

絡
先

父
親

か
か

り
つ

け
病

院

障
が

い
福

祉
サ

ー
ビ

ス

行
政

医
療

系
サ

ー
ビ

ス

精
神

科
デ

イ
ケ

ア

短
期

で
目

指
す

姿
の

実
現

の
た

め
に

当
面

取
り

組
む

こ
と

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
種

類
・
内

容
・
量

（
頻

度
・
時

提
供

期
間

短
期

で
目

指
す

姿

●
●

さ
ん

地
域

定
着

支
援

（
必

要
時

）

訪
問

看
護

（
１

回
／

週
）

・
き

つ
い

時
、

一
人

で
は

不
安

な
時

に
相

談
す

る
１

２
ケ

月

所
属

●
●

精
神

科
病

院

・
体

調
や

服
薬

状
況

を
伝

え
る・
日

常
生

活
の

困
り

ご
と

や
不

安
を

相
談

す
る

計
画

案
作

成
日

平
成

2
9
年

1
月

1
0
日

そ
の

他
支

援
上

の
留

意
事

項
等

・
自

宅
で

娘
と

暮
ら

す
。

・
生

活
リ

ズ
ム

を
つ

く
る

。

心
身

の
状

況

置
か

れ
て

い
る

環
境

精
神

状
態

は
落

ち
着

い
て

い
る

が
、

立
ち

く
ら

み
等

が
あ

り
長

く
た

っ
て

い
る

こ
と

へ
の

不
安

が
あ

る
。

　
■

単
身

生
活

　
　

　
　

　
□

障
害

・
疾

病
・
高

齢
等

の
家

族
と

同
居

　
　

　
　

　
■

退
院

・
退

所
直

後
及

び
地

域
生

活
不

安
定

　
　

　
　

　
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

支
援

者
等

の
役

割
支

援
担

当
者

評
価

時
期

私
（
本

人
）
の

役
割

長
期

で
目

指
す

姿

地
域

定
着

支
援

計
画

兼
台

帳

利
用

者
氏

名
Ａ

さ
ん

●
●

相
談

支
援

事
業

所
障

が
い

福
祉

サ
ー

ビ
ス

受
給

者
番

号
計

画
作

成
担

当
者

氏
名

●
●

障
害

支
援

区
分

区
分

２

指
定

一
般

相
談

支
援

事
業

所
名

地
域

相
談

支
援

受
給

者
証

番
号

利
用

者
同

意
署

名
欄

Ａ
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Ⅲ　地域移行支援・地域定着支援の事例

　　アプローチのキーワード　「症状安定のための支援体制」、「地域住民への啓蒙啓発活動」

１ 概要（支援経過と現状と課題等）

２　利用者の状況

利用者氏名 年齢 59歳 性別

保護者氏名 　（続柄　　　　　　） 住所

障がい又は疾患 入院形態

合併症の有無 他科受診の状況

【種類】　障害基礎　・　障害厚生　・　老齢

●本人の主訴（意欲・希望）
・退院して自宅に帰りたい。
・自分で食べるくらいの野菜をまた作りたい。
・自宅の周辺を散歩したい。

●本人の主訴を踏まえた家族の意見（意向・希望）
・（姉）近所に迷惑をかけずに、生活していってほし
い。

●家族構成 ●社会関係図　※本人と関わりを持つ機関・人物等

●生活歴※病歴・受診歴等含む
　農業大学卒業後帰郷。自宅にて農業従事、その後結婚したが６ヶ月で離婚。平成６年２月交通事
故にあい両足骨折。その頃より不眠、気分の落ちこみ、悲観的になりやすくなった。平成６年４月、鬱
症状にて精神科病院受診。以降、平成１７年６月まで本人の受診は数か月に１回で、父親が単独で
病院にいくか、送薬を定期的に行っていたの事。平成１７年５月幻聴の訴えがあり抗精神薬投与が
始まる。平成１７年７月に父親が肺結核で入院後は本人が定期的に通院。入眠困難である訴えが多
かった。平成１７年９月父親が他界。その後、不安が強くなりコンプライアンスも悪くなり（過剰服薬）
定期受診の際、入院を勧められるも拒否。平成１８年９月以降、精神科受診を自己中断。平成１９年
２月、精神科病院のＰＳＷより本人宅に連絡し近況を確認すると、どうにか生活出来ていると話され
るが、身体的愁訴があるようで眼科や耳鼻科へ受診していた様子。
　平成２１年１２月、本人と近所のトラブル（他家の壁に糞を塗ったり、水道の蛇口をこわした等）が勃
発していると保健所に連絡があり、再び医療と繋がることを検討。保健所、市役所が訪問し受診を勧
めると平成２２年１月受診。その際「薬を飲むなという声が聞こえた」「農薬が部屋に入って眠れない」
「近所から嫌がらせをされている」等の訴えがあり、入院を勧められるも、母親の介護、犬の世話を
理由に入院を拒否される。その後、定期受診していたが保健師の訪問の際、服薬は出来ていなかっ
た様子。平成２２年３月の診察を最後に受診されなくなる。同年同月、保健所、市役所、委託相談支
援事業所で本人宅を訪問。平成２２年１２月不眠や近所から自宅の井戸に農薬をまかれるといった
訴えがあり、保健師の働きかけにより受診する意欲を示していたが、翌日、早朝５時頃、ナイフ（刃渡
り９．５センチ）を持って、隣宅へ無断侵入。その家の家主と乱闘になる。その際、本人が額を負傷し
出血。家主より警察に連絡、保護される。他害行為と判断され、かかりつけ精神科病院に措置入院
となる。その為、本人が介護していた母親はショートスティを利用（現在は、有料老人ホームに入
所）、飼っていたいた犬は社会福祉協議会が預かってくれることとなった。

●処方内容
・リスパダールコンスタ５０ｍｇ（１回／２週）
・プロピタン錠５０ｍｇ（朝２・昼２・夕３・眠２）
・ワイパックス０．５㎎（朝１・昼１・夕１・眠１）
・アキネトン１ｍｇ（朝１・昼１・夕１・眠１）
・フルニトラゼパム１ｍｇ（眠１）
・リスペリドン（頓服）※１日３錠まで

　統合失調症

　有　・　無　

　有　・　無　・　申請中
年金

（　　　　　　　　　　　　円／年）

　有　・　無　・　要件無

（２）地域とのトラブルが入院のきっかけとなった事例

申請者の現状（基本情報）

＜支援経過＞
平成２２年１２月隣宅へ無断侵入。その家の家主と乱闘になり他害行為と判断され精神科病院に措置入院。平成２４年６月措置
解除。医療保護入院へ変更となる。その後、任意入院となり退院を検討し障害支援区分を申請（区分３）するも地域の受け皿が
整わず退院には至らなかった。平成２４年７月、精神科病院のＰＳＷと相談支援事業所の相談支援専門員、同伴で入院後、初の
外出。自宅の確認、母親との面会、飼い犬の確認を行い、退院に向けて複数の課題を解決する必要があることから地域移行支
援のサービスを申請するに至った。

●退院に向けての課題
・地域とのトラブルが入院のきっかけとなっており、地域の理解が必要。
・自宅の環境面。（１１世帯の限界集落。山間部にあり上下水道は整備されていない）
・退院後は単身生活となる為、見守り体制の構築。特に精神科医療の継続できるための支援が必要。

住所

経済状況 　預貯金有

　男　・　女

　持家・借家・グループホーム・入所施設・医療機関・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

　措置　・　医保　・　任意

手帳
【種類】　身体　・　療育　・　精神　（　　　級）

B　さん

　有　・　無　（病名）　

父親：Ｈ17年9月他界

母親：Ｓ3年生まれ

有料老人ホーム入所中

姉 ：他県在住

義兄：他県在住

本人

精神科病院
姉

母親

犬

地域住民駐在所

社会福祉協議会市 障害者福祉係

保健所

相談支援事業所●●
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サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
・
障
害
児
支
援
利
用
計
画

利
用

者
氏

名
（
児

童
氏

名
）

障
害

支
援

区
分

相
談

支
援

事
業

者
名

利
用

者
負

担
上

限
額

計
画

作
成

担
当

者

地
域

相
談

支
援

受
給

者
証

番
号

通
所

受
給

者
証

番
号

計
画

作
成

日
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
期

間
（
開

始
年

月
）

利
用

者
同

意
署

名
欄

総
合

的
な

援
助

の
方

針

長
期

目
標

短
期

目
標

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等

種
類

・
内

容
・
量

（
頻

度
・
時

間
）

提
供

事
業

者
名

（
担

当
者

名
・
電

話
）

1 2 3 4

６
ケ

月

・
入

所
し

て
い

る
母

や
預

け
て

い
る

犬
に

会
い

た
い

。
外

出
時

に
お

母
さ

ん
に

面
会

し
、

犬
に

も
会

い
に

行
き

ま
し

ょ
う

。
６

ケ
月

・
地

域
移

行
支

援
に

よ
る

外
出

支
援

（
必

要
時

）

●
●

相
談

支
援

事
業

所
相

談
支

援
専

門
員

●
●

精
神

保
健

福
祉

士
●

●

○
○

ー
○

○

・
外

出
で

き
る

よ
う

に
体

調
を

整
え

る
。

６
ケ

月

地
区

の
人

達
に

受
け

入
れ

て
も

ら
え

る
よ

う
に

支
援

者
の

力
を

か
り

な
が

ら
自

分
の

思
い

を
伝

え
ま

し
ょ

う
。

６
ケ

月

・
地

域
住

民
へ

の
啓

蒙
啓

発
活

動
（
区

長
や

駐
在

所
と

の
連

絡
調

整
。

地
区

の
集

ま
り

に
参

加
し

、
病

気
に

つ
い

て
の

正
し

い
理

解
の

為
の

説
明

等
を

行
う

）

保
健

所
保

健
師

●
●

さ
ん

○
○

ー
○

○

市
：
福

祉
課

●
●

さ
ん

○
○

ー
○

○

●
●

相
談

支
援

事
業

所
相

談
支

援
専

門
員

●
●

精
神

保
健

福
祉

士
●

●
○

○
ー

○
○

・
地

域
の

人
達

に
今

の
状

況
を

知
っ

て
も

ら
う

。
（
病

気
の

事
、

家
に

帰
り

た
い

と
思

っ
て

い
る

事
）

・
退

院
に

必
要

な
事

を
一

緒
に

考
え

て
ほ

し
い

。

６
ケ

月
・
洗

濯
や

服
薬

を
自

発
的

に
行

う
こ

と
を

継
続

す
る

。

試
験

外
泊

中
、

ホ
ー

ム
ヘ

ル
プ

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

、
退

院
後

の
生

活
を

イ
メ

ー
ジ

し
ま

し
ょ

う
。

６
ケ

月
・
地

域
移

行
支

援
（
２

回
／

月
以

上
）

・
居

宅
介

護
の

体
験

利
用

（
外

泊
時

）

●
●

相
談

支
援

事
業

所
相

談
支

援
専

門
員

●
●

精
神

保
健

福
祉

士
●

●

○
○

ー
○

○

ヘ
ル

パ
ー

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

●
● ●

●
さ

ん

○
○

ー
○

○

・
困

っ
た

こ
と

は
相

談
す

る
。

・
外

出
、

外
泊

時
は

無
理

を
し

な
い

。
・
ホ

ー
ム

ヘ
ル

プ
サ

ー
ビ

ス
を

使
っ

て
み

て
慣

れ
る

。

６
ケ

月
・
居

宅
介

護
の

体
験

利
用

は
、

地
域

移
行

支
援

の
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

体
験

的
な

利
用

支
援

を
活

用
す

る
。

自
宅

に
帰

る
た

め
に

体
力

を
つ

け
ま

し
ょ

う
。

６
ケ

月
・
院

内
Ｏ

Ｔ
へ

の
参

加
（
１

回
／

月
）

・
院

内
行

事
へ

の
参

加
（
開

催
月

）

●
●

精
神

科
病

院
病

棟
看

護
師

●
●

さ
ん

作
業

療
法

士
●

●
さ

ん

○
○

ー
○

○

・
ベ

ッ
ド

か
ら

離
れ

て
過

ご
す

。

・
Ｏ

Ｔ
活

動
や

院
内

行
事

に
参

加
す

る
。

退
院

し
て

自
宅

で
、

地
域

住
民

と
良

好
な

関
係

を
保

ち
な

が
ら

、
暮

ら
す

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
支

援
し

て
い

く
ま

す
。

自
宅

で
農

業
を

し
な

が
ら

暮
ら

し
た

い
。

精
神

科
病

院
を

退
院

し
た

い
。

優 先 順 位

解
決

す
べ

き
課

題
（
本

人
の

ニ
ー

ズ
）

支
援

目
標

達
成

時
期

課
題

解
決

の
た

め
の

本
人

の
役

割
評

価
時

期
そ

の
他

留
意

事
項

利
用

者
及

び
そ

の
家

族
の

生
活

に
対

す
る

意
向

（
希

望
す

る
生

活
）

退
院

し
て

、
自

宅
に

帰
り

た
い

。

Ｂ
さ

ん
区

分
 3

●
●

相
談

支
援

事
業

所

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

受
給

者
証

番
号

0
円

●
●

平
成

2
4
年

8
月

2
日

6
ケ

月
（
平

成
2
5
年

1
月

）
Ｂ
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こ
れ

か
ら

先
、

6
ケ

月
の

計
画

で
す

。
自

分
の

ペ
ー

ス
で

取
り

組
み

ま
す

。
毎

月
相

談
を

し
て

必
要

な
時

は
見

直
し

を
お

こ
な

い
ま

し
ょ

う
。

利
用

者
氏

名
作

成
年

月
日

同
意

日
利

用
者

　
　

Ｈ
２

４
年

　
８

　
月

　
　

１
１

日

話
し

合
っ

た
内

容
を

守
り

な
が

ら
、

地
域

の
環

境
を

整
え

て
い

き
ま

し
ょ

う

・
相

談
支

援
事

業
所

●
●

外
出

し
て

住
む

環
境

を
整

え
な

が
ら

、
整

っ
た

ら
外

泊
し

ま
し

ょ
う

・
保

健
所

・
市

役
所

・
区

長
等

母
や

犬
に

一
緒

に
会

い
に

い
き

ま
す

地
域

移
行

支
援

担
当

者

●
●

相
談

支
援

事
業

所

●
●

指
定

一
般

相
談

支
援

事
業

所

Ｂ

（
当

初
計

画
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

地
域

移
行

支
援

計
画

Ｂ
さ

ん
　

平
成

２
４

年
　

８
月

　
５

日

総
合

的
な

援
助

の
方

針

（
１

）
　

長
期

目
標

（
内

容
及

び
評

価
時

期
等

）

（
２

）
　

短
期

目
標

（
内

容
及

び
評

価
時

期
等

）

　
退

院
し

て
自

宅
で

、
地

域
住

民
と

良
好

な
関

係
を

保
ち

な
が

ら
、

暮
ら

す
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

支
援

し
て

い
き

ま
す

　
退

院
し

て
、

自
宅

に
帰

る
。

　
外

泊
す

る

（
利

用
者

の
）

期
待

や
不

安
そ

の
為

に
協

力
す

る
人

協
力

す
る

内
容

留
意

事
項

等
１

１
　

月
１

　
月

８
　

月

協
力

（
支

援
）
の

目
安

９
　

月
１

０
　

月

入
所

し
て

い
る

母
や

預
け

て
い

る
犬

に
会

い
た

い

退
院

に
必

要
な

こ
と

を
一

緒
に

考
え

て
ほ

し
い

１
２

　
月

・
居

宅
介

護
事

業
所

●
●

外
出

し
な

が
ら

、
退

院
後

の
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

検
討

し
ま

し
ょ

う

地
域

の
人

に
今

の
現

状
を

知
っ

て
も

ら
い

な
が

ら
、

外
泊

退
院

に
向

け
て

頑
張

っ
て

い
き

ま
し

ょ
う

自
宅

を
掃

除
、

整
理

す
る

外
泊

す
る

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
体

験
的

に
利

用
す

る

ベ
ッ

ト
で

寝
て

い
る

だ
け

で
は

な
く
、

自
発

的
に

で
き

る
こ

と
を

行
う

（
Ｏ

Ｔ
へ

の
参

加
、

デ
イ

ル
ー

ム
で

過
ご

す
、

洗
濯

等
）

外
出

し
な

が
ら

、
退

院
し

た
い

気
持

ち
を

維
持

し
て

い
く

・
主

治
医

●
●

先
生

・
病

棟
の

精
神

保
健

福
祉

士
●

●
さ

ん
・
病

棟
の

看
護

師
・
作

業
療

法
士

●
●

さ
ん

病
院

の
中

で
も

で
き

る
こ

と
を

、
看

護
師

さ
ん

等
と

考
え

て
い

き
ま

し
ょ

う

・
相

談
支

援
事

業
所

●
●
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サ
ー

ビ
ス

等
利

用
計

画
・

障
害

児
支

援
利

用
計

画
（

退
院

・
退

院
後

）

利
用

者
氏

名
（
児

童
氏

名
）

障
害

支
援

区
分

相
談

支
援

事
業

者
名

利
用

者
負

担
上

限
額

計
画

作
成

担
当

者

地
域

相
談

支
援

受
給

者
証

番
号

通
所

受
給

者
証

番
号

計
画

作
成

日
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
期

間
（
開

始
年

月
）

利
用

者
同

意
署

名
欄

総
合

的
な

援
助

の
方

針

長
期

目
標

短
期

目
標

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等

種
類

・
内

容
・
量

（
頻

度
・
時

間
）

提
供

事
業

者
名

（
担

当
者

名
・
電

話
）

1 2 3

ま
た

嫌
が

ら
せ

を
受

け
る

の
が

心
配

利
用

者
及

び
そ

の
家

族
の

生
活

に
対

す
る

意
向

（
希

望
す

る
生

活
）

（
本

　
人

）
地

区
の

人
と

仲
良

く
し

な
が

ら
、

生
活

し
た

い
。

ま
た

、
自

分
の

分
だ

け
で

も
い

い
の

で
野

菜
や

お
米

を
作

り
た

い
。

ヘ
ル

パ
ー

に
も

手
伝

っ
て

ほ
し

い
。

Ｂ
さ

ん
区

分
　

3
●

●
相

談
支

援
事

業
所

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

受
給

者
証

番
号

0
円

●
●

平
成

2
5
年

1
月

2
1
日

3
ケ

月
は

毎
月

（
平

成
2
5
年

2
月

・
3
月

・
4
月

）
Ｂ

　
本

人
が

病
気

と
向

き
合

い
な

が
ら

、
自

宅
で

生
活

し
て

い
く
た

め
に

必
要

な
こ

と
を

一
緒

に
考

え
て

い
き

ま
す

　
近

隣
の

方
や

病
気

と
う

ま
く
付

き
合

い
な

が
ら

、
自

宅
で

の
生

活
を

継
続

す
る

　
自

宅
で

生
活

す
る

た
め

の
リ

ズ
ム

と
体

力
を

取
り

戻
す

優 先 順 位

解
決

す
べ

き
課

題
（
本

人
の

ニ
ー

ズ
）

支
援

目
標

達
成

時
期

課
題

解
決

の
た

め
の

本
人

の
役

割
評

価
時

期
そ

の
他

留
意

事
項

１
ケ

月

心
配

な
こ

と
が

あ
れ

ば
連

絡
す

る
１

２
ケ

月

・
地

域
定

着
支

援
担

当
者

に
よ

る
連

絡
体

制
の

確
保

及
び

定
期

的
な

状
況

の
把

握
（
常

時
）

・
区

長
、

駐
在

所
、

保
健

所
、

市
役

所
等

と
の

情
報

共
有

●
●

相
談

支
援

事
業

所
●

●

・
嫌

が
ら

せ
を

受
け

た
と

き
は

連
絡

す
る ・
区

の
集

ま
り

へ
の

参
加

・
や

り
返

す
前

に
は

相
談

す
る

１
ケ

月

定
期

的
に

受
診

を
し

な
が

ら
、

忘
れ

ず
に

薬
を

飲
む

１
２

ケ
月

・
精

神
科

受
診

（
1
／

2
週

）
・
精

神
科

訪
問

看
護

（
1
／

2
週

）

●
●

精
神

科
病

院
主

治
医

●
●

先
生

Ｐ
Ｓ

Ｗ
●

●
さ

ん
訪

問
看

護
担

当
看

護
師

●
●

さ
ん

○
○

ー
○

○

・
忘

れ
ず

に
薬

を
飲

む
・
受

診
す

る
・
嫌

が
ら

せ
を

受
け

て
き

つ
い

と
き

は
頓

服
を

飲
む

・
な

ん
で

も
相

談
す

る

１
ケ

月
家

の
こ

と
を

す
る

と
き

つ
く
な

る
ヘ

ル
パ

ー
に

手
伝

っ
て

も
ら

い
な

が
ら

、
生

活
す

る
体

力
を

つ
け

る
１

２
ケ

月
・
居

宅
介

護
事

業
者

に
よ

る
家

事
支

援
等

（
3
／

週
　

）

ヘ
ル

パ
ー

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

●
●

●
●

さ
ん

○
○

ー
○

○

・
き

つ
い

と
き

は
休

む
・
手

伝
っ

て
ほ

し
い

こ
と

を
頼

む
・
食

事
や

買
い

物
を

頼
む

・
ヘ

ル
パ

ー
と

話
を

す
る
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住
所

市
役

所
：
福

祉
課

●
●

さ
ん

○
○

ー
○

○

駐
在

所
●

●
さ

ん
○

○
ー

○
○

地
域

定
着

支
援

計
画

兼
台

帳

利
用

者
氏

名
B

さ
ん

●
●

相
談

支
援

事
業

所
障

が
い

福
祉

サ
ー

ビ
ス

受
給

者
番

号
計

画
作

成
担

当
者

氏
名

●
●

障
害

支
援

区
分

区
分

３

指
定

一
般

相
談

支
援

事
業

所
名

利
用

者
同

意
署

名
欄

Ｂ
計

画
案

作
成

日
平

成
2
5
年

1
月

2
1
日

服
薬

管
理

と
定

期
通

院
を

し
っ

か
り

し
な

が
ら

、
自

宅
で

の
生

活
リ

ズ
ム

と
体

力
を

取
り

戻
す

相
談

支
援

事
業

所
●

● 精
神

科
病

院
N

ｒｓ
、

P
S

W

日
常

生
活

の
困

り
ご

と
や

不
安

を
相

談
す

る
。

長
期

で
目

指
す

姿

短
期

で
目

指
す

姿
の

実
現

の
た

め
に

当
面

取
り

組
む

こ
と

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
種

類
・
内

容
・
量

（
頻

度
・
時

提
供

期
間

支
援

担
当

者

短
期

で
目

指
す

姿

地
域

相
談

支
援

受
給

者
証

番
号

心
身

の
状

況

置
か

れ
て

い
る

環
境

　
被

害
妄

想
は

常
に

あ
り

、
日

常
生

活
を

こ
な

す
体

力
も

厳
し

い
状

況
。

し
か

し
、

ま
た

農
業

を
し

て
生

活
し

た
い

気
持

ち
が

強
い

。

　
■

単
身

生
活

　
　

　
　

□
障

害
・
疾

病
・
高

齢
等

の
家

族
と

同
居

　
　

　
　

■
退

院
・
退

所
直

後
及

び
地

域
生

活
不

安
定

　
　

　
　

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

●
●

さ
ん

保
健

師
●

●
さ

ん

緊
急

時
に

必
要

と
な

る
連

絡
先

区
長

か
か

り
つ

け
病

院

医
療

系
サ

ー
ビ

ス

所
属

●
●

精
神

科
病

院

●
●

精
神

科
病

院
訪

問
看

護

保
健

所

担
当

者

行
政

●
●

さ
ん

主
治

医
●

●
先

生
、

Ｐ
Ｓ

Ｗ
●

●
さ

ん

３
ケ

月

３
ケ

月

　
近

隣
の

方
や

病
気

と
う

ま
く
付

き
合

い
な

が
ら

、
自

宅
で

の
生

活
を

継
続

す
る

　
自

宅
で

生
活

す
る

た
め

の
リ

ズ
ム

と
体

力
を

取
り

戻
す

１
２

ケ
月

評
価

時
期

私
（
本

人
）
の

役
割

そ
の

他
支

援
上

の
留

意
事

項

不
安

等
が

あ
れ

ば
早

め
に

連
絡

す
る

電
話

：
0
9
0
-
1
2
3
4
-
5
6
7
8

飲
み

忘
れ

た
こ

と
や

頓
服

を
使

用
し

た
際

に
は

伝
え

る

支
援

者
等

の
役

割

地
域

定
着

支
援

（
必

要
時

）

精
神

科
訪

問
看

護
（
１

回
／

２
週

）

緊
急

電
話

で
相

談
に

乗
り

、
必

要
時

は
訪

問
し

対
応

す
る

。

体
調

や
服

薬
状

況
の

確
認

。
服

薬
の

こ
と

や
近

所
の

こ
と

の
話

を
す

る

○
○

ー
○

○

○
○

ー
○

○

そ
の

他
連

絡
先

○
○

ー
○

○

○
○

ー
○

○

- 25 -



相談支援事業者名

１　概要(支援経過・現状と課題等)

２　利用者の状況

氏　　名 生年月日 年　　齢

電話番号

　[持家 ・ 借家 ・ グループ/ケアホーム ・ 入所施設 ・ 医療機関 ・ その他(　　　　)] FAX番号

障害または疾患名 障害程度区分 性別 　男　・　女

家族構成　※年齢、職業、主たる介護者等を記入 社会関係図 ※本人と関わりを持つ機関・人物等（役割）

生活歴　※受診歴等含む    医療の状況　※受診科目、頻度、主治医、疾患名、服薬状況等

本人の主訴（意向・希望） 家族の主訴（意向・希望）

３　支援の状況

名称 提供機関・提供者 支援内容 頻度 備考

申請者の現状（基本情報）

公的支
援（障害
福祉
サービ
ス、介護
保険等）

知的障害
ADHD

区分4

・姉に会いに行っている

●学歴
　・○○小学校
　　　　　↓
　・○○学園
　　　　　↓
　・○○○養護学校　※○○○学園入所時

●生育歴
　・○○市にて出生。
　・○○小学校から○○学園へ転入。
　・平成16年3月より、障害者支援施設「○○」
　　へ入所。現在に至る。

●受診歴
　・平成21年2月に下血。○○病院に受診。
　　直腸潰瘍との診断を受ける。
　　下血も止まり、退院間近になると再び下血が
　　診られたため、退院延期となった。

　・便秘薬…2年前より服用
　　　　　　　 便が出た日は服薬しない

・施設入所支援

・生活介護

・療育手帳B1

●主治医
・○○病院・・・・精神薬（毎朝・夕食後）
　（○○市）

・○○胃腸科・・便秘薬（毎朝・昼・夕食前）
　（○市）

※以前は性的欲求が強く、男女問わずに行為に
　 及んでいたが、薬の服用により抑えられている
　 ⇒薬は○○病院より処方

・本人も帰りたいと言っているので、親子で生活したい。
・日中は通所する場所があると良いので探してやってほしい。
・本人もヘルパーが使えたら良いと思う。
・夜間、自分（父）の世話をさせるのは少し可哀想な気はする。

その他
の支援

・基本的な生活支援
・健康管理・金銭管理・余暇の提供

・生産活動、生活訓練

年２～３回
1回／月
随時

・帰省
・ひとりだち講座
・相談支援

家族
障害者支援施設○○
相談事業所○○

・定期的な自宅への帰省
・自立に向けた生活全般の指導

・父親の家で一緒に生活をしたい。
・色々な人の支援を受けれられると安心。
・日中は働きたいと思う。※就職をしたい
・お出かけしたい。
・お姉さんとは定期的に会いたい。（担当者と会いに行けている）

障害者支援施設○○

障害者支援施設○○

当該月の日数/
月

当該月の日数か
ら８日を控除した
日数/月

Ⅲ　地域移行支援・地域定着支援の事例

（３）情緒が不安定でトラブルを起こしやすい事例

父・・・・自宅にて車椅子で生活
　　　　　　　　 （週2,3回通院）
　　　　　　　　　生活保護受給中

姉・・・（○○市）
　　★姉には１昨年から会いに行っている

兄・・・（○○市）
　

弟・・・・（○○市）
　
　

作成日 計画作成担当者

住　　所

Ｃ 1981/○/○ ３３歳

・障害者支援施設よりサービス等利用計画作成の依頼がある（3回目）※地域移行の希望があるため
・普段はとても温厚で、世話好き。人当たりも良いが、嫌なこと（自分が気に食わないこと）があると粗暴行為が見られる。
・情緒の不安定さがあり、急な落ち込みやイライラ等が見られる。このことが、生活面においては他者とのトラブル、作業面においては、作業姿勢のムラへと
　つながっている状況。
・他者とトラブルがあった後は、悪いことをしてしまった…と自分を責め、落ち込みやすい。
・施設内では常に職員とともに行動をすることで対応。気分の落ち込みが見られた際には、即時対応ができる環境にある。今後も継続して職員が本人と密に
　関わることで本人の情緒の安定につながると考えられる。トラブルなく過ごせる環境づくりが必要である。
・「○○に帰りたい！地域（自宅）やグループホームで生活したい…」と希望している。保護者も、一緒に生活することを希望していて、前向きに考えている。
・支援体制が整うことで、本人の不安や悩み等を迅速に対応できる環境が提供されれば、本人の安心感に繋がる。
・今後の支援として、施設生活を通して『地域で生活するにあたり必要なこと・重要なことを知る』、また支援体制を充実する（整える）ことが求められる。
　※日中活動の場、在宅支援、相談機関　等の資源を確保する。
・今後は、○○市担当者・相談支援事業所・ヘルパー事業所・安心サポート担当者・日中の作業施設担当者 等、関係機関
　が連絡・連携を図っていくことが重要である。

　　アプローチのキーワード　「リスクマネジメント」

○○病院

○○胃腸科

相談支援事業所

（○○）

本人兄姉

母父

障害者支援施設

（○○）

家族

本人
弟

○○市福祉事務所
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利
用

者
氏

名
障

害
程

度
区

分
相

談
支

援
事

業
者

名

利
用

者
上

限
負

担
額

計
画

作
成

担
当

者

地
域

相
談

支
援

受
給

者
証

番
号

通
所

受
給

者
証

番
号

計
画

案
作

成
日

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

期
間

（
開

始
年

月
）

利
用

者
同

意
署

名
欄

総
合

的
な

援
助

の
方

針

長
期

目
標

短
期

目
標

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等

種
類

・
内

容
・
量

（
頻

度
・
時

間
）

提
供

事
業

者
名

（
担

当
者

名
・
電

話
）

1 2 3 4 5

１
ヵ

月
粗

暴
行

為
…

殴
る

、
蹴

る
、

叩
く
、

噛
む

、
　

　
　

　
　

　
　

 髪
の

毛
を

ひ
っ

ぱ
る

等
の

行
為

。

相
談

し
た

い
本

人
の

相
談

を
聴

く
こ

と
で

、
精

神
面

の
安

定
に

つ
な

げ
る

６
か

月
施

設
入

所
支

援
：
各

月
日

数
相

談
支

援
：
随

時
　

・
本

人
と

ゆ
っ

く
り

話
し

合
え

る
時

間
を

作
る

障
害

者
支

援
施

設
「
○

○
」

○
○

-
○

○
-
○

○
相

談
事

業
所

○
○

○
○

-
○

○
-
○

○

・
悩

み
ご

と
を

相
談

す
る

１
ヵ

月

み
ん

な
と

仲
良

く
し

た
い

他
の

利
用

者
と

ト
ラ

ブ
ル

な
く
、

毎
日

楽
し

く
施

設
で

の
生

活
を

送
れ

る
よ

う
に

な
る

６
か

月

生
活

介
護

：
原

則
日

数
施

設
入

所
支

援
：
各

月
日

数
　

・
本

人
と

他
者

が
関

わ
り

合
え

る
よ

う
な

  
 環

境
づ

く
り

　
・
本

人
の

様
子

確
認

　
・
粗

暴
行

為
が

見
ら

れ
た

際
の

対
応

、
対

処

障
害

者
支

援
施

設
「
○

○
」

○
○

-
○

○
-
○

○

・
余

暇
等

に
積

極
的

に
参

加
し

、
　

ほ
か

の
人

と
協

力
し

な
が

ら
、

　
生

活
す

る

・
自

分
で

解
決

し
よ

う
と

せ
ず

、
　

す
ぐ

に
職

員
へ

相
談

を
す

る
１

ヵ
月

自
身

の
課

題
点

等
を

支
援

者
の

助
言

を
通

し
て

改
善

す
る

・
助

言
を

聴
き

、
自

己
評

価
す

る
１

ヵ
月

落
ち

着
い

て
楽

し
く
生

活
し

た
い

他
者

の
言

動
等

を
気

に
せ

ず
、

落
ち

つ
い

た
環

境
で

生
活

を
送

る
６

か
月

生
活

介
護

：
原

則
日

数
施

設
入

所
支

援
：
各

月
日

数
　

・
本

人
の

様
子

を
確

認
　

・
変

化
が

見
ら

れ
れ

ば
声

を
か

け
、

  
  

本
人

の
話

を
聴

く

障
害

者
支

援
施

設
「
○

○
」

○
○

-
○

○
-
○

○

自
宅

（
地

域
）
で

生
活

す
る

た
め

に
必

要
な

こ
と

を
知

り
た

い

・
安

心
・
安

全
な

地
域

生
活

を
定

着
す

る

・
地

域
で

の
生

活
に

つ
い

て
知

る
　

　
　

　
　

　
　

　
・
日

中
活

動
の

場
を

探
し

見
学

す
る

  
  

  
  

  
 ・

福
祉

の
関

係
機

関
や

相
談

事
業

所
の

人
と

会
う

そ
の

他
留

意
事

項

６
か

月
相

談
支

援
：
随

時
　

・
定

期
的

な
話

し
合

い
　

・
様

子
確

認
相

談
事

業
所

○
○

○
○

-
○

○
-
○

○

評
価

時
期

自
宅

（
地

域
）
で

生
活

し
た

い
支

援
体

制
を

整
え

、
本

人
が

安
心

し
て

地
域

で
生

活
が

出
来

る
６

か
月

地
域

移
行

支
援

：
２

回
以

上
/
月

　
・
施

設
見

学
　

・
支

援
会

議
　

等

障
害

者
支

援
施

設
「
○

○
」

○
○

-
○

○
-
○

○
相

談
事

業
所

○
○

○
○

-
○

○
-
○

○

利
用

者
及

び
そ

の
家

族
の

生
活

に
対

す
る

意
向

（
希

望
す

る
生

活
）

本
人

～
  

・
父

親
の

家
で

一
緒

に
生

活
し

た
い

。
  

  
 ・

日
中

は
ど

こ
か

の
施

設
に

通
っ

て
仕

事
を

し
た

い
。

　
　

　
　

　
 ・

お
出

か
け

し
た

い
（
ハ

ワ
イ

に
行

っ
て

、
ホ

テ
ル

に
泊

ま
り

た
い

）
家

族
（
父

親
）
よ

り
～

　
　

　
　

　
 ・

本
人

も
帰

り
た

い
と

言
っ

て
い

る
の

で
、

親
子

で
生

活
を

し
た

い
。

  
  

  
・
日

中
は

通
所

す
る

場
所

が
あ

る
と

良
い

の
で

探
し

て
や

っ
て

ほ
し

い
。

　
　

　
　

　
 ・

夜
間

、
自

分
（
父

）
の

世
話

を
さ

せ
る

の
は

少
し

可
哀

想
な

気
は

す
る

。
  

  
  

・
本

人
も

ヘ
ル

パ
ー

が
使

え
た

ら
良

い
と

思
う

。

優 先 順 位

解
決

す
べ

き
課

題
（
本

人
の

ニ
ー

ズ
）

支
援

目
標

達
成

時
期

課
題

解
決

の
た

め
の

本
人

の
役

割

・
支

援
体

制
の

整
っ

た
環

境
で

、
本

人
が

落
ち

着
い

て
楽

し
く
地

域
生

活
が

出
来

る
よ

う
に

な
る

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画 区

分
4

相
談

支
援

事
業

所
○

○
Ｃ

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

受
給

者
証

番
号

0
円

○
○

　
○

○

平
成

2
7
年

6
月

2
5
日

1
月

ご
と

　
　

　
平

成
2
7
年

8
・
9
・
1
0
月

Ｃ

・
施

設
見

学
を

し
て

み
る

・
地

域
生

活
に

つ
い

て
知

る
１

ヵ
月

日
中

活
動

の
場

、
在

宅
支

援
、

相
談

支
援

、
各

支
援

事
業

所
の

検
討

と
見

学
を

実
施

す
る

。
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利
用

者
氏

名
　

　
Ｃ

　
様

行
政

・
相

談
支

援
事

業
所

・
支

援
会

議
の

協
力

依
頼

・
本

人
の

情
報

共
有

相
談

事
業

所
○

○
・
事

業
所

訪
問

・
本

人
の

情
報

共
有

3
ヶ

月
父

を
支

援
す

る
人

（
相

談
支

援
事

業
所

）
を

知
る

5

・
見

学
等

を
行

い
、

気
に

　
な

っ
た

こ
と

は
質

問
す

る
　

こ
と

が
で

き
る

。
・
支

援
者

の
名

前
や

顔
を

　
覚

え
る

こ
と

が
で

き
る

。

父
：
相

談
員

の
紹

介
長

年
、

○
○

市
で

暮
ら

し
て

い
た

た
め

、
現

在
○

○
市

に
友

人
は

い
な

い
。

（
本

人
・
父

・
施

設
職

員
談

）

3
ヶ

月

あ
ん

し
ん

サ
ポ

ー
ト

に
つ

い
て

知
る

3

・
月

に
使

え
る

額
を

理
解

　
す

る
こ

と
が

出
来

る
父

：
本

人
の

金
銭

指
導

　
　

（
随

時
）

長
年

、
○

○
市

で
暮

ら
し

て
い

た
た

め
、

現
在

○
○

市
に

友
人

は
い

な
い

。
（
本

人
・
父

・
施

設
職

員
談

）

社
会

福
祉

協
議

会
・
安

心
サ

ポ
ー

ト
の

説
明

・
金

銭
管

理

相
談

事
業

所
○

○
・
連

絡
調

整
・
手

続
き

同
行

3
ヶ

月

ヘ
ル

パ
ー

事
業

所
・
顔

合
わ

せ
相

談
事

業
所

○
○

・
事

業
所

訪
問

困
っ

た
時

に
相

談
で

き
る

人
・
場

所
を

探
す

2

・
困

り
ご

と
を

相
談

す
る

こ
と

　
が

出
来

る
父

：
支

援
会

議
へ

の
参

加
　

　
（
随

時
）

長
年

、
○

○
市

で
暮

ら
し

て
い

た
た

め
、

現
在

○
○

市
に

友
人

は
い

な
い

。
（
本

人
・
父

・
施

設
職

員
談

）

行
政

・
相

談
支

援
事

業
所

・
情

報
提

供
・
見

学
同

行
・
大

家
・
民

生
委

員
の

紹
介

父
が

利
用

し
て

い
る

ヘ
ル

パ
ー

事
業

所
を

知
る

4

・
見

学
す

る
こ

と
が

出
来

る
父

：
ヘ

ル
パ

ー
事

業
所

　
　

と
の

顔
合

わ
せ

長
年

、
○

○
市

で
暮

ら
し

て
い

た
た

め
、

現
在

○
○

市
に

友
人

は
い

な
い

。
（
本

人
・
父

・
施

設
職

員
談

）

行
政

・
相

談
支

援
事

業
所

・
情

報
提

供
・
見

学
同

行

相
談

事
業

所
○

○
・
事

業
所

見
学

・
支

援
会

議
の

実
施

1
ヶ

月

入
所

施
設

○
○

相
談

事
業

所
○

○
・
事

業
所

見
学

・
支

援
会

議
の

実
施

1
ヶ

月

日
中

通
え

る
作

業
所

を
探

す
1

・
作

業
を

す
る

こ
と

が
　

出
来

る
・
自

分
の

意
見

を
言

え
る

父
：
作

業
所

見
学

同
行

　
　

（
随

時
）

長
年

、
○

○
市

で
暮

ら
し

て
い

た
た

め
、

現
在

○
○

市
に

友
人

は
い

な
い

。
（
本

人
・
父

・
施

設
職

員
談

）

短
期

目
標

自
身

の
課

題
等

を
自

覚
し

改
善

に
向

け
て

取
り

組
む

・
支

援
者

と
の

顔
つ

な
ぎ

を
す

る
（
生

活
保

護
担

当
者

・
父

親
の

ヘ
ル

パ
ー

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

・
父

親
の

相
談

支
援

事
業

所
・
安

心
サ

ポ
ー

ト
・
日

中
通

所
施

設
等

）

支
援

計
画

内
容

優
先

順
位

本
人

が
で

き
る

こ
と

本
人

の
強

み
家

族
に

で
き

る
こ

と
（
誰

が
、

頻
度

は
）

友
人

・
知

人
が

で
き

る
こ

と
（
誰

が
、

頻
度

は
）

地
域

が
で

き
る

こ
と

（
誰

が
、

頻
度

は
）

支
援

機
関

が
で

き
る

こ
と

（
誰

が
、

頻
度

は
）

時
期

備
考

留
意

点

相
談

事
業

所
○

○
　

　
個

別
支

援
計

画

作
成

日
　

平
成

2
7
年

○
月

○
日

本
人

の
希

望
（
主

訴
）

○
○

に
帰

っ
て

父
親

と
一

緒
に

生
活

し
た

い
　

　
・
○

○
で

仕
事

（
通

所
施

設
）
を

し
た

い

長
期

目
標

本
人

を
取

り
巻

く
支

援
体

制
を

充
実

さ
せ

、
情

緒
の

安
定

と
安

全
な

地
域

生
活

を
実

現
す

る
　

　
　

※
平

成
2
8
年

○
月

に
大

分
市

に
戻

り
、

父
親

と
一

緒
に

生
活

す
る

こ
と

を
目

標
と

す
る

。
そ

の
後

は
定

着
支

援
で

丁
寧

に
見

守
り

と
評

価
を

し
て

い
く
。
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利
用

者
氏

名
　

　
Ｃ

　
様

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

同
意

日
利

用
者

名
相

談
支

援
事

業
所

○
○

Ｃ
印

対
応

者
印

C
さ

ん
　

地
域

移
行

支
援

計
画

作
成

日
　

平
成

2
7
年

○
月

○
日

サ
ー

ビ
ス

等
利

用
計

画
の

到
達

目
標

○
○

市
の

自
宅

に
帰

り
、

父
親

と
生

活
す

る
　

　
・
福

祉
の

支
援

を
受

け
な

が
ら

安
心

安
全

な
地

域
生

活
の

定
着

長
期

目
標

（
内

容
及

び
評

価
時

期
）

本
人

を
取

り
巻

く
支

援
体

制
を

充
実

さ
せ

、
情

緒
の

安
定

と
安

全
な

地
域

生
活

を
実

現
す

る
　

　
　

※
平

成
2
8
年

4
月

に
○

○
市

に
戻

り
、

父
親

と
一

緒
に

生
活

す
る

こ
と

を
目

標
と

す
る

。
そ

の
後

は
定

着
支

援
で

丁
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       相談支援に係る Q&A        

 

厚生労働省事務連絡 

「平成３０年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ  VOL．1（平成 30 年 3 月 30 日）」、

「平成３０年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ  VOL．3（平成 30 年 5 月 23 日）」、

「平成２７年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ  VOL．1（平成 27 年 3 月 31 日）」、

「平成２７年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ  VOL．2（平成 27 年 4 月 30 日）」、

「平成２４年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ （平成 24 年 8 月 31 日）」、 

「相談支援に係るＱ＆Ａについて  （平成 29 年 3 月 31 日）」    から抜粋したものです。 
 

 

１ 計画相談支援 

  

■基本報酬① 

Ｑ モニタリング標準期間の一部が見直されたが、利用者の状況に応じてそれ以

外の期間を設定してもよいか。 

 

Ａ 施行規則で示すモニタリング標準期間は、従前どおりあくまで市町村が決定

する際の勘案事項であるため、利用者の状態等に応じて、例えば標準期間が６

月に１回のところを３月に１回としても差し支えない。 

なお、以下に示す状態像の利用者については、標準期間よりもさらに短い期

間で設定することが望ましい。 

 

【計画相談支援】 

・ 生活習慣等を改善するための集中的な支援の提供後、引き続き一定の支援が必

要である者 

・ 利用する指定障害福祉サービス事業者の頻繁な変更やそのおそれのある者 

【障害児相談支援】 

・ 学齢期の長期休暇等により、心身の状態が変化するおそれのある者 

・ 就学前の児童の状態や支援方法に関して、不安の軽減・解消を図る必要のある

保護者 

（Ｈ30.3.30 平成３０年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ  VOL．1 問 76） 

 

■基本報酬② 

Ｑ 相談支援専門員１人当たりの取扱件数には、基本報酬以外の加算の件数も含

むのか。また、計画相談支援を行う事業所が地域相談支援の事業の指定も併せ

て受けており、相談支援専門員が地域相談支援における対応も実施している場

合、当該件数も含まれるのか。 

- 31 -



Ⅳ Ｑ＆Ａ 
 

 

Ａ 取扱件数は、１月間に実施したサービス利用支援、継続サービス利用支援、

障害児支援利用援助、継続障害児支援利用援助の合計数であり、基本報酬以外

の加算や地域相談支援の事業として対応した件数は含めない。 

（Ｈ30.3.30 平成３０年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ  VOL．1 問 77） 

 

 

■基本報酬③ 

Ｑ 例えば、相談支援事業所において、１月から８月までの取扱件数及び相談支

援専門員の配置数が以下のとおりであった場合、７月、８月の請求分におい

て、サービス利用支援費（Ⅱ）又は継続サービス利用支援費（Ⅱ）（以下「基

本報酬（Ⅱ）」という。）を何件算定するのか。 

   

 

 

Ａ 基本報酬（Ⅱ）を算定する件数は、取扱件数（１月間に計画作成又はモニタ

リングを行った計画相談支援対象障害者等の数（前６月の平均値）÷相談支援

専門員の員数（前６月の平均値））が４０以上である場合において、４０以上

の部分に相談支援専門員の員数（前６月の平均値）を乗じて得た数（小数点以

下の端数は切り捨てる。）により算定することとなり、上記例の場合では以下

のとおりとなる。 

① ７月分の請求について 

・ 計画相談支援対象障害者等の数（１月から６月の平均値） 

→（45＋45＋60＋45＋45＋50）÷６ ＝48.333… （Ａ） 

・ 相談支援専門員の員数（１月から６月の平均値） 

→（１＋１＋１＋１＋１＋２）÷６ ＝ 1.166… （Ｂ） 

・ 取扱件数 →（Ａ）÷（Ｂ） ＝41.428… （Ｃ）≧40 のため、基本報報酬(Ⅱ)

を算定する必要があり、算定する件数は（(Ｃ)－39）×（Ｂ）＝2.833…とな

り、小数点以下の端数を切り捨てた２件となる。 

なお、計画相談支援と障害児相談支援を一体的に実施しているので、計画相

談支援の７月の請求件数 40 件のうち２件を基本報酬（Ⅱ）で算定する。 

② ８月分の請求について 

・ 計画相談支援対象障害者等の数（２月から７月の平均値） 

→（45＋60＋45＋45＋50＋60）÷６ ＝50.833… （Ａ） 

・ 相談支援専門員の員数（２月から７月の平均値） 

→（１＋１＋１＋１＋２＋２）÷６ ＝ 1.333… （Ｂ） 

月 1 2 3 4 5 6 7 8
対応件数合計（件） 45 45 60 45 45 50 60 75
　　うち計画相談 30 30 30 25 30 30 40 50
　　うち障害児相談 15 15 30 20 15 20 20 25
相談支援専門員数（人） 1 1 1 1 1 2 2 2
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・ 取扱件数 →（Ａ）÷（Ｂ） ＝38.125 （Ｃ）＜40 となり、全てサービス利用

支援費（Ⅰ）又は継続サービス利用支援費（Ⅰ）を算定することとなる。 

（Ｈ30.3.30 平成３０年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ  VOL．1 問 78） 

 

 

■サービス担当者会議実施加算① 

Ｑ 「サービス担当者会議実施加算」は、サービス利用支援時に開催したサービ

ス担当者会議と同様の担当者を招集する必要があるのか。また、全員集まらな

いと算定できないのか。 

 

Ａ サービス利用支援時に開催したサービス担当者会議と同様の担当者が全員参

加することが望ましいが、検討を行うにあたり必要な者が参加していれば、担

当者全員の参加は要しない。 

ただし、会議開催を調整したが全員参加せず、メール等による担当者への報

告のみの実施である場合は、当該加算を算定することはできない。 

（Ｈ30.3.30 平成３０年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ  VOL．1 問 84） 

 

■サービス担当者会議実施加算② 

Ｑ モニタリング時にサービス担当者会議を開催した結果、サービス等利用計画

等を変更することになった場合、支給決定後に指定基準に基づき、再度サービ

ス担当者会議を開催しなければならないのか。 

 

Ａ モニタリング時に開催したサービス担当者会議の結果、サービス等利用計画

等を変更することとなった場合は、その際に検討した変更案から変更がない又

は軽微な変更のみであれば、その旨を関係者に報告する等によって、サービス

担当者会議の開催について簡素化することは差し支えない。 

（Ｈ30.3.30 平成３０年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ  VOL．1 問 85） 

 

 

■サービス提供時モニタリング加算 

Ｑ 「サービス提供時モニタリング加算」は相談支援専門員１人当たり３９件ま

で請求できるが、取扱件数と同様に前６月平均なのか。 

 

Ａ 取扱件数については、月によってモニタリング件数が集中する場合があるこ

とに配慮して前６月平均としたところであるが、「サービス提供時モニタリン

グ加算」は実施月を調整することが可能であるため、前６月平均ではなく当該

月の実施件数を３９件までとする。 

（Ｈ30.3.30 平成３０年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ  VOL．1 問 88） 

 

- 33 -



Ⅳ Ｑ＆Ａ 
 

■特定事業所加算 

Ｑ 特定事業所加算の算定要件として、取扱件数が４０件未満であることが追加

されたが、特定事業所加算を新たに算定するための届出を行う際には、どの時

点の取扱件数により判断することになるのか。 

 

Ａ 届出提出月の前６月間の実績を基に取扱件数が４０件未満であるかどうかを

判断することとなる。 

例えば、平成 30 年 6 月から特定事業所加算を算定するためには、平成 30 年 5

月 15 日以前に届出を提出することになるが、その場合は、届出時点の前６月間

である平成 29 年 11 月から平成 30 年 4 月における取扱件数が要件を満たしてい

るかどうかで判断することとなる。 

（Ｈ30.5.23 平成３０年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ  VOL．3 問 12） 

 

■特定事業所加算 

Ｑ 特定事業所加算の要件として、伝達等を目的とした会議を定期的に開催する

こととあるが、事業所内の相談支援専門員による会議で差し支えないのか。そ

れとも、利用者、家族や関係機関（サービス提供事業所等）の関係者を含めた

会議を開催する必要があるのか。 

 

Ａ 当該相談支援事業所内の相談支援専門員による会議で差し支えない。 

（Ｈ29.3.31 相談支援に係るＱ＆Ａについて  問 68） 

 

■特定事業所加算 

Ｑ 特定事業所加算の要件として、二十四時間連絡体制の確保があるが、二十四

時間開所しておく必要はなく、二十四時間連絡が取れる体制を確保しておくこ

とで足りるのか。また利用者等とあるので、利用者の家族や利用しているサー

ビス提供事業所も対象になるのか。 

 

Ａ お見込みのとおり。 

（Ｈ29.3.31 相談支援に係るＱ＆Ａについて  問 69） 

 
■特定事業所加算 

Ｑ 特定事業所加算の算定要件にある常勤の相談支援専門員の考え方は。 

 

Ａ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」

（平成 18 年 12 月 6 日障発 1206001）第二の２の（３）の規定に準じた取扱いと

する。 

（Ｈ27.3.31 平成２７年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ  VOL．1 問 53） 
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■特定事業所加算 

Ｑ 特定事業所加算における相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員

の具体的な取扱いについて示されたい。 

 

Ａ 相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の取扱いについては、各

月の前月の末日時点で研修を修了している者とし、修了証の写しにより受講の

事実を確認するものとする。 

（Ｈ27.3.31 平成２７年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ  VOL．1 問 55） 

 

 

■特定事業所加算 

Ｑ 特定事業所加算の要件にある基幹相談支援センター等とは基幹相談支援セン

ター以外に何が想定されるのか。 

 

Ａ （自立支援）協議会や委託相談支援事業所を想定している。 

なお、当該月に支援困難ケースの紹介実績がない場合でも、加算の算定は可

能である。 

（Ｈ27.3.31 平成２７年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ  VOL．1 問 56） 

 

 

■特定事業所加算 

Ｑ 特定事業所加算の算定要件は、報酬告示によると常勤かつ専従の相談支援専

門員を３名以上配置する必要があるとのことだが、留意事項通知では３名配置

された常勤かつ専従の相談支援専門員のうち、相談支援従事者現任研修を修了

した相談支援専門員１名以上含む２名を除いた相談支援専門員は、当該指定特

定（障害児）相談支援事業所の業務に支障がなければ同一敷地内にある他の事

業所の職務を兼務も認めるとしている。 

要するに３人目以上の相談支援専門員については条件をあてはめれば実質的

に兼務を認めるということか。 

 

Ａ お見込みのとおり。 

ただし、当該加算の趣旨を十分踏まえ、兼務により当該指定特定相談支援事

業所の業務に支障がないことを必ず担保するよう留意されたい。 

（Ｈ27.4.30 平成２７年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ  VOL．2 問 36） 
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２ 地域移行支援 

  
■地域移行支援の対象者 

Ｑ 「介護給付費等の支給決定等について(平成 19 年 3 月 23 日､障発第 0323002 

号 障害保健福祉部長通知)」の第五－２－ (１)が改正されたが、対象者の範囲

が変更となるのか。 

 

Ａ 地域移行支援の対象者は、障害者支援施設等に入所している障害者又は精神

科病院に入院している精神障害者であるが、精神科病院の入院期間が１年未満

の者等を一律に対象外としている事例が生じていることから、入院の期間や形

態に関わらず支援の対象であることを明確にするために改正したものであり、

対象者の範囲を変更するものではない。 

（Ｈ30.3.30 平成３０年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ  VOL．1 問 92） 

 

 

■地域移行支援サービス費（Ⅰ） 

Ｑ 地域移行支援サービス費（Ⅰ）を算定する事業所の要件の一つに、「１以上

の障害者支援施設又は精神科病院等（地域移行支援の対象施設）と緊密な連携

が確保されていること。」とあるが、「緊密な連携」とは具体的にどのような

状況が想定されるのか。また、どの程度の頻度で行う必要があるのか。 

 

Ａ 例えば、 

・ 地域相談支援給付決定障害者の退院、退所等に向けた会議へ参加 

・ 地域移行に向けた障害福祉サービスの説明、事業所の紹介 

・ 地域移行など同様の経験のある障害当事者（ピアサポーター等）による意

欲喚起のための活動 

などが想定され、概ね月１回以上行っていることが目安となる。 

（Ｈ30.3.30 平成３０年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ  VOL．1 問 93） 

 

 

■退院・退所月加算 

Ｑ 地域相談支援給付決定障害者が、退院又は退所後に他の社会福祉施設等に入

所する場合は、「退院・退所月加算」の算定対象外となっているが、ここでい

う「他の社会福祉施設等」は、具体的に何が想定されるのか。 

 

Ａ 社会福祉法第６２条第１項に規定する「社会福祉施設」のほか、介護保険施

設、病院、宿泊型自立訓練事業所、地域移行支援型ホームを想定している。 

（Ｈ27.3.31 平成２７年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ  VOL．1 問 57） 
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Ⅳ Ｑ＆Ａ 
 

■体験宿泊 

Ｑ 地域相談支援給付決定者がグループホームでの体験宿泊を希望した場合、地

域移行支援の「体験宿泊加算」とグループホームの「競合生活援助サービス

（Ⅳ）」（又は「外部サービス利用型共同生活援助サービス費（Ⅴ）」）のい

ずれを算定するのか。 

 

Ａ 利用者が体験宿泊を行う目的により異なる。例えば、指定地域移行支援事業

者が、単身での生活を希望している者に対し、グループホームとしてのサービ

スではなく単にグループホームの居室を活用して体験的な宿泊支援を提供した

場合は地域移行支援の「体験宿泊加算」を算定する。 

また、指定共同生活援助事業者（又は外部サービス利用型指定共同生活援助

事業者。以下同じ。）が、グループホームへの入居を希望している者に対し、

指定共同生活援助の支給決定を受けた後、体験的に指定共同生活援助を提供し

た場合は「共同生活援助サービス費（Ⅳ）」（又は「外部サービス利用型共同

生活援助サービス費（Ⅴ）」）を算定する。 

（Ｈ27.3.31 平成２７年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ  VOL．1 問 58） 

 

■地域相談支援 

Ｑ 障害福祉サービスの体験利用加算、体験宿泊加算、緊急時支援費の一時的な

滞在による支援について、指定障害福祉サービス事業者に委託する場合の報酬

は、障害福祉サービス事業者に算定されるのか、それとも、指定一般相談支援

事業者に算定されるのか。 

 

Ａ 指定一般相談支援事業者に算定される。 

なお、指定一般相談支援事業者が、委託先の障害福祉サービス提供事業者に

委託費を支払うこととなる。 

（Ｈ24.8.31 平成２４年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ  問 45） 

 

■地域相談支援 

Ｑ 障害福祉サービスの体験利用加算、体験宿泊加算、緊急時支援費の一時的な

滞在による支援に係る報酬額と、指定障害福祉サービス事業者に委託する場合

の委託費の額の関係は。 

 

Ａ 基本的には、障害福祉サービスの体験利用等を委託により実施する場合は当

該報酬額を委託先に支払うことを想定しているが、指定一般相談支援事業者と

委託先の指定障害福祉サービス事業者との業務の役割分担等個別の状況が異な

ることから、個別の委託額は委託契約により定めることとして差し支えない。 

（Ｈ24.8.31 平成２４年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ  問 46） 
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Ⅳ Ｑ＆Ａ 
 

３ 地域定着支援 

  
■緊急時支援費（Ⅱ） 

Ｑ 緊急時支援費（Ⅱ）については、深夜の電話による相談対応を行った場合に

算定されるが、深夜の時間帯であれば、相談の方法や内容は問わないか。 

 

Ａ 緊急時支援費（Ⅱ）については、電話により直接本人又は家族等に対して緊

急的な支援が必要な相談対応を行った場合に限ることとし、予定確認等の電話

連絡は算定の対象とはならない。また、原則、メールによる対応については対

象としない。 

なお、深夜に電話による相談対応を行った場合であっても、その後利用者の

居宅等へ出向いて支援を行った場合は、当該日については緊急時支援費（Ⅰ）

のみを算定することとなり、緊急時支援費（Ⅱ）との併給はできないことに留

意すること。 

（Ｈ30.3.30 平成３０年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ  VOL．1 問 94） 

 

 

■地域定着支援の利用者 

Ｑ 居宅において家族と同居している障害者のうち、当該家族等が障害、疾病等

のため緊急時の支援が見込めない状況にある者も利用対象となるが、「障害、

疾病等」の「等」とは具体的に何が想定されるのか。 

 

Ａ 例えば、家族等が高齢であったり就労している場合や、利用者の障害特性に

起因した理由により家族等に対して他害行為を行うなど、当該利用者への緊急

時の支援が困難な場合が想定される。 

（Ｈ27.3.31 平成２７年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ  VOL．1 問 59） 
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